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『労働者災害補償保険請求時における注意点』 
 

＜請求書表面について＞ 
１．『柔道整復師の証明』『傷病の経過の概要』の欄について 

＝傷病ごとに出来るだけ詳しく記載する。 
(経過順調・経過良好だけでは記載内容の不備となります) 
 

２．『上記により療養補償給付たる療養の費用を請求します』の欄について 
『請求人の』の部分については患者の住所、氏名を記載する。 
(施術者(柔整師)の住所、氏名を記載しないこと)  
  

＜請求書裏面について＞ 
１．『療養の内訳及び金額』『休業(補償)給付証明料の証明期間』の欄について 

『休業(補償)給付証明料』は事業所に提出する『休業(補償)給付請求書』にて休業証明を行った
場合にのみ算定出来ます。（労災請求をしたから算定できるものでは無い） 
又、証明期間欄に必ず『○/○〜○/○』までという証明期間を記載すること。 
 

２．『指導管理料』『運動療法料』『包帯交換』について 
指導管理料と運動療法料は１週間に１回程度、1 ヶ月に 5 回が限度。後療時に算定できます。 
包帯交換の回数は、 

初回包帯交換時に１回 
初検日から起算して１週間以内で1 回 
初検日から起算して1 週間目から２週間以内で1 回 
初検日から起算して2 週間目から３週間以内で1 回 
初検日から起算して3 週間目から4 週間以内で1 回 
初検日から起算して４週間を超えて1 回 

 
３．『委任状』の欄について 

委任者とは患者になりますので、この欄には患者の住所・氏名等を記載すること。 
(施術者(柔整師)の住所、氏名を記載しないこと)  

 
 ＜その他注意事項＞ 

①骨折の請求時について 
裏面その他の欄に同意日と同意先病院名（医師名）を必ず記載して下さい。 
拘縮後療の場合は、傷病名欄に『○○骨折拘縮後療』と記載し、裏面の『その他』欄に、 
同意先と拘縮２関節名を毎回記載して下さい。 

②転帰の記載について 
転帰が一つでない場合の記載は傷病ごとの転帰が分かるように記載して下さい。 

③数ヶ月分まとめての請求や数ヶ月遅れての請求について 
労災は原則的に毎月請求となっているため、遅延理由を『その他』の欄に記載するか、別紙 
に理由を記載して添付して下さい。遅延理由はなるべく詳しく記載して下さい。 
例︓健康保険で請求をしていたが後から労災該当と判明したため、提出が遅れた。 
 

最高６回まで算定可 

保存版 

1



④離職後の請求について 
初回を除いて証明欄の記載は必要ありませんが、事業主の証明欄に患者本人が事業の名称・所在 
地を記入するとともに『○○年○月○日付で離職』と離職した旨を記載して下さい。 

 
＜請求書の日付について＞ 

日付の記入欄は、請求書の表面と裏面合わせて４ヶ所。 
表面＝３ヶ所(事業主の証明日・施術者の証明日・請求人の請求日) 裏面＝１ヶ所(委任状の委任日) 
※日付の時系列として、早い（古い日付）順に 

①表︓事業主の証明日＜②表︓柔整師の証明日≦③表︓患者の請求日＝④裏︓委任日 
 

※日付について不明な場合は労災担当までお尋ね下さい。 
＜用紙について＞ 
 １．旧様式の請求用紙はなるべく使用しないで下さい。新しい様式は労働局・労働基準監督署から  

取り寄せるか、厚生労働省のホームページよりダウンロードして入手下さい。 
ダウンロードする際は以下の点に注意願います。 
①印刷したＯＣＲ帳票をコピーして使用しないで下さい。 

※コピーによる印刷ズレにより機械で正しく読み取れない原因となります。  
②必ず「両面印刷」を行って下さい。（片面印刷の場合は患者割り印が必要となります） 
③印刷後、OCR 帳票の印刷状況に欠け、滲み、途切れ等の問題がないことを確認して下さい。 

 ２．労災の用紙はOCR で読み取りますので、クリップで留めて提出して下さい。 
※汚したり、ホッチキスで綴じたり、強く折り曲げたり、糊づけしないで下さい。 
 
 

表面 OCR 記入枠の正しい訂正のしかた 
 

「一文字」の場合は、訂正したい数字枠からはみ出すように縦線を書き、その上に正しい 
数字を記入します。 

 
 
 

 

 
「複数文字」の場合は、訂正箇所の数字列の両端の数字枠からはみ出すように縦線を書き 

その間に横線を渡し、その上に正しい数字を記入します。 
 
 
 

 

 
 

※いずれも訂正印は押さないで下さい 
※OCR 記入枠以外の訂正は訂正箇所を二重線で抹消してください。 

古い日付← →新しい日付 

千万 百万 十万 万 千 百 十 円

1 0 5 0 0

0

千万 百万 十万 万 千 百 十 円

3 2 4 5 0

35 4
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0 

０ 

福岡市中央区清川 1-2-3 

11 

整骨 一郎 

4 

福岡市中央区清川 4-5-6 

4 

福整 太郎 
福岡中央 

・療養の内容 
 療養の初日から最終 
日までの総日数を 「○

日間」に記入します。 

その間の来院日数を 

施術実日数「○日」に 

入れます。継続の場合、

療養の最終日は月末日

となります。 

事業主の押印は 
不要になりました 

・合計金額 
記載もれ注意！ 

  裏面で算出した 
合計を記入します。 

月末最終日以降を記載。 

・労働者請求欄 
押印は不要になり

ました 

 

 

 
災 害 の 発 生 日 

または負傷の日を

正 確 に 記 載 し て 

下さい。 

 

・指定･指名番号 
記載もれ注意！ 
40 から始まる施術所

の指定指名番号（8 桁）

を記載して下さい。 

 
患者勤務先住所管轄内の労働基準監督署を記載して下さい。 
 

1 1 2 

・傷病の経過の概要 
 経過の記載は回数や

転帰の如何に関わら

ず、記入しなければな

りません。また、傷病

ごとにできるだけ詳し

く記載します(経過順

調・経過良好だけでは

不備となります)。 
 医師から後療依頼で

施術を行った時は、そ

の旨の記載をします。 
 この欄の年月日(転帰

日)は、療養の内容欄の

最終日と合致します。

終了年月日が傷病ごと

に異なる場合はそれぞ

れに最終日を記入しま

す。 

8 6 

・傷病の部位及び傷病名 
 2 部位以上の場合は、

傷病名の前に(イ)・・・

（ロ）・・・のように  

記号や番号を付けます。 
 傷病名の省略はでき

ません。 

0 

柔道整復師の証明欄とな

ります。（押印は不要） 

4 

 

810 0005 

 

請求の際には事業主の証明が必要です。 
初回を除いて離職後は証明欄の記載は必要ありませんが、事業主の証明欄に 

患者本人が事業の名称・所在地を記入するとともに『○○年○月○日付で離職』

と離職した旨を記載して下さい。離職後とは、証明を受けるべき事業主との雇用

関係が消滅したことをいいます。 
 
 
 
 

 

労災(業務災害)の

記載例と注意事項 

4 0 1 2 0 5 

福整 太郎 

ウ 

7 3 5 1 

0 0 

ロ タ イ セ ク フ 

1 ０ 

60 

8 1 ０ ０ ０ ５ 

9 

表 

福整整骨院 

小林製材株式会社 

 労災かどうか

は、事業主がこの

請求書を受療者に

持たせることで判

ります。健保で受

診し、労災と判定

したときは、その

負傷が労災である

ことを 事業主に

伝えるよう受療者

に指導します。 

30 

福岡市中央区天神 1-1 
小林 昭一 

810 

2 

1

0001 

１０
７ 

32 ５ 0
6

9 5

29 

事業主の氏名     令和 4 年 12 月 31 日 退職 
(法人その他の団体であるときはその名称および代表者の氏名) 

14 

請求の回数を毎回 
記載して下さい。 

11 4 

4 
 

4 

福岡市中央区清川 2-11-8 

1 

11 

1 

11 

11 30 

30 

810 0005 

０

イ.右膝関節捻挫 ロ.右大腿部打撲（上部） 
右 

15 

4

30 

4 ５
5

4 11 

イ.腫脹、圧痛、運動痛、歩行痛著明。症状漸次軽快中である。 
Migihizakannsetunennza  ロ.腫脹、圧痛著明。歩行痛あり。症状漸次軽快中である。 

Migihizakannsetunennza  

事業主証明日を記載。 

福岡中央  
福岡市(東区を除く)、春日市、大野城市、筑紫野市、 太宰府市、糸島市、那珂川市  
福岡東  
福岡市東区、宗像市、古賀市、福津市、糟屋郡  
北九州西  
八幡東区、八幡西区、戸畑区、若松区、中間市、遠賀郡  
北九州東  
小倉北区、小倉南区  
北九州東門司支署  
門司区  
行橋  
行橋市、豊前市、京都郡、築上郡  
  

久留米  
久留米市、大川市、朝倉市、小郡市、うきは市、三井郡、三潴郡、朝倉郡  
大牟田  
大牟田市、柳川市、みやま市  
八女  
八女市、筑後市、八女郡  
飯塚  
飯塚市、嘉麻市、嘉穂郡  
直方  
直方市、宮若市、鞍手郡  
田川  
田川市、田川郡 
  

1 

092-500-0123 

092-123-456７ 

092-500-0000 

1 

3



 

・災害原因及び 
発生状況 
いつ、どこで、どの

ような環境または状態

で、どんな作業をして、

どの部分を負傷したの

か（どのようにして災

害が発生したのか）を

具体的に記入します。 

2 回目以降は、「前回療

養補償請求に記載済」

と書いてこの欄の記入

を省略できます。 

 

 

 

 

 

 

2 

整骨 一郎 

右膝関節捻挫 

初検時相談支援料 

4 福岡市中央区清川 1-2-3 
福整 太郎 

 

 

  11 月 1 日午前９時 20 分頃、福岡市中央区天神 1 丁目の工事現場で、 2 トン積みフォークリフ
トに長さ 3ｍのラワン板材（重量約 1.5 トン）を積み、道路上のトラックに積み込むため、フォークリ
フトと並行して歩いていたところ、途中約 4 度の下り勾配のため積み荷が落ち、右足に当たって負傷

4 11 
1 
3 

490 
1140 

2000 

5 3400 

11/2〜11/30 

2050 13 

910 

右膝関節捻挫 

右大腿部打撲(上部) 

5 
7995 

14 

11 

3 

11 30 

・包帯交換料 
包帯を交換した場合、 
最大 6 回まで算定で 
きます。 
 

初回包帯交換時 
初検日から 
1 週間以内 
初検日から起算 
して 1～2 週間 
以内 
初検日から起算 
して 2～3 週間 
以内 
初検日から起算 
して 3～4 週間 
以内 
初検日から起算 
して 4 週間を 
越えての 
包帯交換時 
 

 

・初検料 
記載もれ 

注意！ 

初検年月日

は、2回目以

降でも必ず

記入下さい。 

・再検料 

初検月から 

翌々月まで、 

最大で 5回 

算定できます。 

初検月 1回 

翌 月 2回 

翌々月 2回 

・｢その他｣の欄に記入する事項 
●初検時相談支援料 150 円 

●骨折・脱臼の同意など所定欄のないもの 

●請求が遅れた場合の理由等 

※初検時相談支援料は、その他の欄に記載し、 
骨折及び脱臼の場合は同意した病院名・医師等 
を毎回記載して下さい。 

20

1 回 

 

1 回 

 

1 回 

1 回 

岩根 三郎 

1 回 

1 

910 
1020 

フォークリフト運転手 

13 
7995 

5 2050 

14 
3 2 2 3 

11 

2 

4 
2 

2 

1 0 
0 

裏 

0 0 

0 
0 

労災(業務災害)の

記載例と注意事項 

0 0 

0 0 
0 

0 0 

1 
1 

1 

5 

4 

 直接所属している事業場が表面の事業場と異なる場合に記入します。 
（一括適用の取扱いを受けている支店、工場、工事現場等） 

4 

・現任者 
 災害を目撃、確認または報告を受けた

第三者の職名と氏名を記入します。 
  

５ 
0 

５ 
５ 

9 

５ 
6 

0 0 

4
8 9 

3 
9 3 
9 

4 

9 

右大腿部打撲(上部) 

1 回 

・電療料 
初検日から算定できます。 

1 

1020 

0 

1 5 0 
1 ５ 7 6 ５ 

 月末最終日以降を記載 月末最終日以降を記載 

 
・委任欄 

 患者(労働者)が記入します。 
  

 

・休業補償給付 

証明料 

休業証明期間の 

記載もれ注意！ 

労働災害が原因で

休業し、休業証明

書を作成した場合

のみ証明書料を 

算定できます 

(労災請求をした

から算定できるも

のではない)。 

「休業補償請求

書」を発行した場

合、証明書 1 通に

つき 2000 円算定 

できます。 

休業を証明した

証明書発行枚数分

を記入します。 

また、右の証明

期間欄は、休業を

証明した期間を記

入します。 

1 
1 0 0 4 

4



厚生労働省 九州厚生局

〔１〕受領委任の取扱い関係
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• 受領委任の留意点
○協定、契約いずれの場合でも受領委任の取扱いを希望する施術管

理者である柔道整復師は、「受領委任の取扱い」に定める事項を
遵守することについて確約しなければならないこと。

○確約を行った柔道整復師は、柔道整復師が施術を行う施術所にお
いて勤務する他の柔道整復師から、保険施術の取扱いに定める事項
を遵守し、受領委任の取扱いに係る施術並びに指導・監査の適用
を受けることについて同意を受け、当該施術所及び勤務する柔道
整復師に関する事項について届け出る（申し出る）こと。

これにより登録又は承諾がなされることになる。

○届け出又は申し出を行っていない勤務柔道整復師が行った施術につい
ては、受領委任の取扱いはできません。

受領委任の取扱いについて

• 受領委任の取扱いは、取扱規程等を遵守すること
を確約し、地方厚生（支）局長、都道府県知事と施
術管理者である柔道整復師本人が協定、契約を締
結する。

開設者との協定、契約の締結ではありません。

（参考）

令和４年３月２２日（保発０３２２第４号）「柔道整復師の施術に係る療養費について」の一部改正のとおり、施術の必要性を個々に確認する必要
があると合理的に認められる患者について保険者等が受領委任の取扱いを中止し、当該患者に対する施術を償還払いに変更出来ることとなりま
した。

当該患者及び当該患者に施術を行っている施術所の施術管理者に対して、保険者等が償還払い変更通知を送付することになり、償還払い変更
通知が当該患者に到着した月の翌月以降に行われる施術については、受領委任の取扱いを中止し、償還払いに変更することとなっています。

不正、不当な請求があった場合等の責任は、

施術管理者である柔道整復師及び施術所の
開設者が負います。
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・施術の担当方針

● 関係法令及び通達を遵守し、懇切丁寧に施術する。

● 施術は、患者の療養上適切なものとする。

● 経済上の利益の提供により患者を誘引しない。

協定書、規程 第３章１６（施術の担当方針）

施術管理者及び勤務する柔道整復師は関係法令及び通達を遵守し、
懇切丁寧に柔道整復に係る施術（以下「施術」という。）を行うこと。

この場合、施術は、被保険者又は被扶養者である患者（以下「患者」
という。）の療養上妥当適切なものとすること。また、健康保険事業の
健全な運営を損なうおそれのある経済上の利益の提供又は違法な広
告により、患者が自己の施術所において施術を受けるように誘引して
はならないこと。

さらに、施術所が、集合住宅・施設の事業者等に対して金品（いわゆ
る紹介料）を提供し、患者の紹介を受け、その結果なされた施術につ
いては、療養費支給の対象外とすること。

・施術の方針

協定書、規程 第３章２５（施術の方針）

施術管理者及び勤務する柔道整復師は、施術の必要があると認められ
る負傷に対して、的確な判断のもとに患者の健康の保持増進上妥当適切
に施術を行うほか、以下の方針によること。

(1) 施術に当たっては、懇切丁寧を旨とし、患者の治療上必要な事項は
理解しやすいように指導すること。

また、療養費の支給対象等、療養費を請求する上での注意事項につ
いて説明をすること。

(2) 施術は療養上必要な範囲及び限度で行うものとし、とりわけ、長期又
は濃厚な施術とならないよう努めること。
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・施術の方針

(3) 現に医師が診療中の骨折又は脱臼については、当該医師の同意が
得られている場合のほかは、施術を行わないこと。ただし、応急手当を
する場合はこの限りでないこと。

この場合、同意を求めることとしている医師は、原則として当該負傷
について診療を担当している医師とするが、当該医師の同意を求める
ことができないやむを得ない事由がある場合には、この限りではないこ
と。

(4) 柔道整復師法等関係法令に照らして医師の診療を受けさせること
が適当であると判断される場合は、医師の診療を受けさせること。

届出が必要となる事項（例）
• 施術所の住所、電話番号等が変更となった場合

• 施術所名称が変更となった場合

• 施術所を廃止する場合

• 新たに柔道整復師を雇用（が勤務）する場合

• 雇用している（勤務している）柔道整復師が退職する場合

• 受領委任の取扱いを辞退する場合 など
注）登録又は承諾施術所が移転となった場合には、改めて「確約」及び「受領

委任の届け出（申し出）」の手続きが必要となります。

※届出に必要な用紙は地方厚生（支）局公式ウェブページに掲載中です。

https://kouseikyoku.mhlw.go.jp/kyushu/
「保険医療機関、保険医等」→「柔道整復師の方へ」（通知・届出様式等）
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今一度ご確認願います！

• 柔道整復師の施術にかかる療養費関係等の厚
生労働省から発出される各種通知等は厚生労
働省ウェブページでも確認できます。

※ウェブページアドレス （https://www.mhlw.go.jp/）

厚生労働省ウェブページ⇒政策について⇒分野別の政策一覧
⇒健康・医療⇒医療保険⇒施策情報⇒療養費について

○「受領委任の取扱規程」、「柔道整復師の施術に
係る算定基準の実施上の留意事項」等に基づき、
施術を行ってください。

〔２〕施術管理者になるための要件

9



平成30年４月から、

柔道整復療養費の受領委任を取扱う
｢施術管理者」の届出※の際 は、

実務経験と研修の受講が要件 となりました。
※個人契約の場合は「申出」以下、同じ。

柔道整復療養費の受領委任の取扱いを管理する「施術管理者」になるた
めの要件について、これまでは柔道整復師の資格のみとされていましたが、
平成30年４月から新たに、資格取得後の「実務経験」と「研修の受講」が加
わりました。

実務経験の期間について
実務経験の期間については、要件の追加に伴う段階実施として、施術管
理者の届出を行う期間に応じ、以下のように段階的に定められています。

「施術管理者」の届出期間 実務経験の期間

平成30年４月から令和4年３月までに届出する場合 １年間の実務経験

令和4年４月から令和6年３月までに届出する場合 ２年間の実務経験

令和6年４月以降に届出する場合 ３年間の実務経験

研修の時間・内容について

研修については、施術管理者として適切に保険請求を行うとともに、質の
高い施術を提供できるようにすることを目的として、以下のような研修時間、
研修内容とします。

研修の時間 研修の内容

16時間以上
２日間程度

（１）職業倫理について （３）適切な施術所管理

（２）適切な保険請求 （４）安全な臨床

10



● 柔道整復師が実務に従事した登録施術所等の管理者（開設者、
施術管理者又は保険医療機関の管理者）は、実務経験期間の証
明を求められた場合は実務経験期間証明書の必要欄に記入し、
手交すること。

● 当該登録施術所等に勤務を希望する柔道整復師に対し、関係
法令等を遵守した上で、不利益な取扱いを行わないこと。

実務経験の期間の証明について

● 上記の規定に違反していると認められるときは、地方厚生
（支）局長は施術所等の管理者に対し、実務経験期間の証明
の改善に関し必要な措置を求める。

● 登録施術所の管理者における虚偽証明の事実が認められたと
きは、受領委任の取扱いの中止とすることができる。

別紙様式１

次の者は当施設において、柔道整復師として実務に従事したことを証明します。

氏名

生年月日 昭和

・ 年 月 日

平成

従事期間 昭和 昭和

・ 年 月 日 ～ ・ 年 月 日

平成 平成

・ ・

令和 令和

年 ヵ月

令和　　年　　月　　日

施設名

登録記号番号（又は医療機関コード）

所在地

℡．　　　　　　　　　　－　　　　　　　　　　－　　　　　　　

管理者職名

及び氏名

（注）　１．柔道整復師としての実務経験期間を記載すること。

　　　　２．虚偽の証明を行ったときは、受領委任の取扱いの中止又は中止相当となります。

実　務　経　験　期　間　証　明　書
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研修の受講について

● 登録を受けた研修機関において、１６時間以上、２日間
程度の研修を受講する必要がある。

● 研修修了証の有効期間は５年間

受領委任を取扱う施術管理者の届出（申出）について

● 初めて施術管理者となる柔道整復師だけではなく、すでに施
術管理者となっている柔道整復師が別の施術所で施術管理者
となる場合であっても、実務経験期間証明書と研修修了証の
写しの提出が必要となる。
※施術所所在地の変更や「協定⇔契約」の変更で、届出
（申出）の以前から引き続き施術管理者となる場合を除く。

〔３〕指導、監査
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柔道整復施術療養費に関する指導、監査について
地方厚生（支）局及び都道府県は、平成22年5月24日付保発0524第2号の「柔道整復
師の施術に係る療養費について」の受領委任の取扱規程及び平成11年10月20日老
発第683号・保発第145号別添2の「柔道整復師の施術に係る療養費の指導監査要
綱」に基づき、次の柔道整復師（当該柔道整復師が所属する施術所の開設者及び施
術所に勤務する他の柔道整復師を含む。）に対して、指導又は監査を行います。

・概ね1年以内に受領委任の取扱いを登録又は承諾した
柔道整復師

・受領委任の規程等の内容を遵守させる必要があると認
められる柔道整復師

○ 集団指導

○ 個別指導

・受領委任の規程等に違反しているものと認められる柔道整
復師

・柔道整復療養費審査委員会、保険者及び患者等からの情
報に基づき指導が必要と認められる柔道整復師

・個別指導の結果、経過観察の対象となり、改善が認められ
ない柔道整復師又は改善状況の確認を要する柔道整復師

・柔道整復療養費審査委員会又は保険者から、不正又は著
しい不当の事実が認められた請求として、客観的な証拠があ
るものが複数患者分あるもの、あるいは、患者調査等の結果、
不正請求の疑いが強いものが複数患者分あるものの情報提
供があった柔道整復師を優先的に選定
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○ 監 査

・療養費の請求内容が不正又は著しい不当なものであるとの
疑義が認められる柔道整復師

・個別指導の結果、監査の対象となった柔道整復師又は正当
な理由がなく個別指導を拒否した柔道整復師

・柔道整復療養費審査委員会又は保険者から、不正又は著
しい不当の事実が認められた請求として、客観的な証拠があ
るものが複数患者分の情報提供があり、証拠が揃っている場
合

開設者、施術管理者及び勤務する柔道整復師は、地方厚生（支）局長と都道府県知

事が必要があると認めて施術に関して指導又は監査を行い、帳簿及び書類を検査し、
説明を求め、又は報告を徴する場合は、これに応じること。

●協定書、規程 第８章41（指導・監査）

指導、監査

● 指導や監査に応じるのは受領委任の取扱いをしている
柔道整復師の義務です。

20
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個別指導について
○個別指導の対象となる主なケース

・保険者、被保険者等から施術内容又は療養費請求に関する
情報提供があった場合

（事例）

◇患者等からの情報提供（医療費通知、施術内容への疑義等）

◇事務職員等からの内部告発

平成３０年度 ５１６件
令和元年度 ５４９件
令和２年度 ３０２件

（参考）厚生局各事務所に寄せられた情報提供件数

施術内容への疑義・不信感等

○地方厚生（支）局へ寄せられた情報等

（事例）
・医療費通知による施術実日数が実際に施術を受けた日数と
異なる。

・療養費支給申請書の殆どが３部位以上の負傷名による請求
であり、請求に疑問が残る。

・同月初検、同月治癒が画一的に行われている。

・数年前に施術を受けたことがあり、その後は施術を受けてい
ないが、その施術所に係る医療費通知がきた。

・一部負担金が一律100円や300円といった定額で、領収証も発
行されない。

・一部負担金の徴収を行っていない。
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医療費通知について

• 国民健康保険などの各医療保険者において、
被保険者に健康に対する認識を深めてもらう
ことを目的として、医療費通知が送付されて
います。

【記載されている事項例】

○ 施術年月 ○ 施術を受けた患者名

○ 施術所の名称

○ 施術日数

○ 療養費の金額（一部負担金を含む）など

・ 医療費通知が端緒となって、付増請求、架

空請求などの不正請求が明るみになるケー

スがあります。

ルールを守り、適切な請求を

すること！

持続可能な医療保険制度を守る

ことにつながります。

16



一部負担金の減免又は超過して徴収
はできません！

一部負担金の減免又は超過して徴収した場合は、

受領委任の取扱規程違反となる。

（第３章１９ 療養費の算定、一部負担金の受領等）

＊ 施術管理者は、施術に要する費用について、別に厚生労働省保険
局長が定める「柔道整復師の施術に係る療養費の算定基準」により
算定した額を保険者等に請求するとともに、患者から健康保険法、
船員保険法、国民健康保険法及び高齢者医療確保法に定める一
部負担金に相当する金額の支払いを受けるものとすること。

なお、患者から支払いを受ける一部負担金については、これを減免
又は超過して徴収しないこと。（抜粋）

領収証及び明細書の交付が必要です！
領収証及び明細書の交付がない場合は、受領委任

の取扱規程違反となる。（※）

※ 領収証については全ての施術所、明細書については明細書発行機

能が付与されているレセプトコンピュータを使用している施術所で
あって、常勤職員（柔道整復師に限らず、事務職員等も含む。）が３
人以上である施術所に交付が義務付けられている。

（令和４年１０月１日以降の施術分から適用）

（第３章２０ 領収証及び明細書の交付）

＊患者から一部負担金の支払いを受けるときは、正当な理由がない
限り、領収証を無償で交付すること。
また、明細書発行機能が付与されているレセプトコンピュータを使
用している施術所であって、常勤職員（柔道整復師に限らず、事務
職員等も含む。）が３人以上である施術所においては、正当な理由
がない限り、明細書を無償で交付すること。これに該当しない施術
所においては、施術管理者は、患者から求められたときは、正当な
理由がない限り、当該一部負担金の計算の基礎となった項目ごと
に記載した明細書を交付すること。（抜粋）17



領収証様式

領  収  証 

 

             様 

 

令和  年  月  日 

 上記合計金額を領収いたしました。 

 

     住所 

       施術所名 

       氏名                 

         電 話 

保険分合計 円 

① 一部負担金 円 

② 保険外 円 

合計金額（①＋②） 円 

（別紙様式１） 

明細書様式 明細書 

 

              様 

 

保

険

分 

＜初検料・再検料等＞  

初検料 円 

初検時相談支援料 円 

再検料 円 

＜施術情報提供料＞ 円 

＜往療料＞ 円 

＜施術料等＞  

 整復・固定・施療料 円 

 後療料 円 

 温罨法料 円 

 冷罨法料 円 

 電療料 円 

金属副子等加算 円 

 柔道整復運動後療料 円 

＜明細書発行体制加算＞ 円 

＜その他＞ 円 

計 円 

① 一部負担金 円 

② 保 険 外 円 

合計金額（①＋②） 円 

 

令和   年   月   日 

 

住 所      

氏 名            

（負傷カ所） 

  カ所 

（別紙様式２） 
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領収証兼明細書様式

 

領収証兼明細書 

 

              様 

 

保

険

分 

＜初検料・再検料等＞  

初検料 円 

初検時相談支援料 円 

再検料 円 

＜施術情報提供料＞ 円 

＜往療料＞ 円 

＜施術料等＞  

 整復・固定・施療料 円 

 後療料 円 

 温罨法料 円 

 冷罨法料 円 

 電療料 円 

金属副子等加算 円 

 柔道整復運動後療料 円 

＜明細書発行体制加算＞ 円 

＜その他＞ 円 

計 円 

① 一部負担金 円 

② 保 険 外 円 

合計金額（①＋②） 円 

 

令和   年   月   日 

 

住 所      

氏 名             

（負傷カ所） 

  カ所 

（別紙様式３） 

領収証兼明細書様式

（月一回）

（　　枚中　　枚目）

令和　　年　　月　　日 令和　　年　　月　　日 令和　　年　　月　　日 令和　　年　　月　　日 令和　　年　　月　　日

　　ヵ所 　　ヵ所 　　ヵ所 　　ヵ所 　　ヵ所

＜初検料・再検料等＞

　初検料 円 円 円 円 円

　初検時相談支援料 円 円 円 円 円

　再検料 円 円 円 円 円

＜施術情報提供料＞ 円 円 円 円 円

＜往療料＞ 円 円 円 円 円

＜施術料等＞

　整復・固定・施療料 円 円 円 円 円

　後療料 円 円 円 円 円

　温罨法料 円 円 円 円 円

　冷罨法料 円 円 円 円 円

　電療料 円 円 円 円 円

　金属副子等加算 円 円 円 円 円

　柔道整復運動後療料 円 円 円 円 円

＜明細書発行体制加算＞

＜その他＞ 円 円 円 円 円

　計 円 円 円 円 円

円 円 円 円 円

円 円 円 円 円

円 円 円 円 円

住所

氏名

（別紙様式４）

発行日　令和　　年　　月　　日

様

①　一部負担金

②　保　険　外

領収証兼明細書
（令和　　　年　　　月分）

施術日

負傷カ所

合計金額（①＋②）

保
険

分
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個別指導について
●措置

・経過観察
療養費の請求内容等が妥当適切でないが、そ

の程度が軽微である場合又は以後改善が期待で
きる場合

なお、経過観察の結果、改善が認められない
場合又は改善状況の確認を要する場合は、施術
管理者等に対して指導を行う

・監査
療養費の請求内容等が著しく妥当適切でない

場合

・療養費の請求内容に不正又は著しい不当の事実が認められた場合は、受
領委任の取扱いを中止する。なお、受領委任の取扱いの中止は、次の基準
によって行う。

ア 故意に不正又は著しい不当な療養費の請求を行ったもの
イ 重大な過失により、不正又は著しい不当な療養費の請求

をしばしば行ったもの

・不正又は不当な請求を行った柔道整復師に対し、その返還すべき金額（請
求時から原則として５年間を経過しないものをいう。）を速やかに保険者に返
還するように指導を行う。

○ 監査を実施した場合、次の措置を求めることがあり
ます。

① ５年間は受領委任の取扱いが出来なくなる。

② 償還払いとなるため患者から全額負担を求めることになる。

監査の結果、受領委任の取扱いが中止となった場合

20



監査対象とは（例）
・ 実際には行っていない施術を行ったものとして療養費の

請求を行っている疑いがあるもの（架空請求）

・ 実際に行った施術に行っていない施術を付増して療養費
の請求を行っている疑いがあるもの（付増請求）

・ 実際に行った施術内容を施術料金の高い他の施術内容
に振り替えて療養費の請求を行っている疑いがあるもの
（振替請求）

・ 保険で施術できない負傷等を保険扱いのできる負傷に替
えて療養費の請求を行っている疑いがあるもの
（保険対象外施術の請求）

・ 自費で施術したものを保険での施術扱いにして療養費の
請求を行っている疑いがあるもの（二重請求）

・ 柔道整復師以外の従事者が施術を行っている疑いがあ
るもの（無資格）

・ 施術管理者の出勤の実態がない疑いがあるもの（名義
貸し）

・ 施術録に施術内容の記載がなく、療養費の請求内容に
不正又は著しい不当が疑われるもの

・ 刑事事件等となっており、調査の結果、療養費の請求内
容に不正又は著しい不当が疑われるもの
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・ 新聞報道等があり、調査の結果、療養費の請求内容に不
正又は著しい不当が疑われるもの

・ 保険者・被保険者等から情報が寄せられ、調査の結果、療
養費の請求内容に不正又は著しい不当が疑われるもの

・ 個別指導の結果、柔道整復療養費の請求内容が著しく妥当
適切でないもの

・ 正当な理由がなく個別指導を拒否したもの

※ 「不正」とは、いわゆる詐欺、不法行為にあたるようなものを
いい、「不当」とは算定要件を満たさないものをいう

監査の結果受領委任の
取扱いが中止となった場合

・不正又は著しい不当の事実が認められた場合は受領委
任の取扱いを中止され、原則として中止後５年間は受領

委任の取扱いができない

・ 不正・不当に請求した療養費は、全額保険者へ返還する

・ 受領委任の取扱いの中止を行ったものは報道機関に公
表する

・ 行政処分の対象となる（免許の取消、停止）

・ 刑事告発の対象となる 等
22



○改定関連通知

・ 「柔道整復師の施術に係る療養費について」の一部改正について

（令和４年５月27日 保発0527第２号保険局長通知）

・ 「柔道整復師の施術に係る療養費の算定基準」の一部改正について

（令和４年５月27日 保発0527第３号保険局長通知）

・「柔道整復師の施術に係る療養費の算定基準の実施上の留意事項等について（通知）」の一部改正について

（令和４年５月27日 保医発0527第１号保険局医療課長通知）

・「柔道整復師の施術に係る療養費について」の一部改正について

（令和４年５月27日 保医発0527第２号保険局医療課長通知）

・「柔道整復師の施術に係る療養費について（通知）」の一部改正について

（令和４年５月27日 保医発0527第３号保険局医療課長通知）

○療養費の取扱いＱ＆Ａ通知

・柔道整復施術療養費に係る疑義解釈資料の送付について

（平成22年６月30日、平成23年３月３日、平成25年４月24日、平成25年６月11日、平成29年11月２日、平成30年５月24日、
平成30年８月９日、令和２年６月19日、令和４年３月22日、令和４年５月27日 保険局医療課事務連絡）

【参考】

＊厚生労働省及び九州厚生局公式ウェブページに掲載中
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 （１） 柔道整復施術療養費審査支払業務    

    ● 保険者及び後期高齢者医療広域連合から、柔道整復師の施術に係る療養費の審査支払事

務の委託を受け、業務を実施しています。 

● また、平成 30年度から保険者共同事業として患者調査を実施しています。 

なお、患者調査の対象者は、保険者において決定されます。 

（委託保険者のみ実施） 

 患者調査の対象となった場合 

・支払については、患者調査の結果確認後となるため、支給申請書の提出月の翌々月以降

となります。 

・患者調査等により支払が保留となる場合は、「支払保留通知書」にてお知らせをします。 

 

 

 

 

①請求月 ②翌月以降 ③翌々月以降 

施術所 国保連合会 審査委員会 保険者 国保連合会 保険者 国保連合会 
       

施術所 
返戻 

不支給 

施術所 世帯主 

  

保険者へ発送

返戻 
申請書 

不支給 
通知書 

（訂正して再提出） 

支給 

申請書 

受 

付 

内
容
点
検
等 

返
戻
決
定 

審
査 

(

資
格
確
認)

 

(

内
容
確
認)

 

(

調
査
選
定)

 

返
戻
決
定 

調
査
対
象
選
定 

調
査
決
定 

支給処理 

支
給
決
定 

調
査
票
送
付 

返戻 
申請書 

調
査
票
回
収 

支払 

(

施
術
所)

 

(

団
体
等)

 

調
査
結
果
確
認 

聞
き
取
り
等 

支
給
決
定 

支払 

(

施
術
所)

 

(

団
体
等)

 

返
戻 

不
支
給 

（連合会が取りまとめて返戻） 

返戻 
申請書 

（支払日：請求月の翌月末） （支払日：月末）

（申請書は保険者保管） 

保険者で 
返戻 

（施術所へ連絡）

返戻 
申請書 

受療者から 

施術料を徴収 

支給 
申請書 

保留等 
申請書 

不服がある場合は 
福岡県の審査会に申立

（相違無し） 

（相違有り） 

【柔整療養費の請求支払業務図】 
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（２）柔道整復施術療養費審査委員会 

 

ア.「柔道整復師の施術に係る療養費について（平成 11年 10 月 20 日付老発第 682 号・保発第 144

号」に基づき、柔道整復施術療養費審査委員会（以下「審査委員会」という。）を国保連合会

に設置し、国民健康保険並びに後期高齢者医療に係る柔道整復施術療養費支給申請書の審査

を行っています。 

イ.審査委員会は、施術担当者を代表する委員、保険者を代表する委員及び学識経験者の委員をも

って組織しています。 

   ウ．審査委員会は、柔道整復師の施術に係る療養費の支給申請書を適正かつ効率的に審査するこ

とを目的に設置しており、特に近年は多部位負傷（3 部位以上）、長期継続（3 ヵ月を超える

期間）施術、頻回傾向（１月当たりの施術回数が多い申請書が継続する傾向がある場合）施

術、部位転がしの傾向のある申請書を重点的に、審査を行っています。 
      エ．審査の結果、注意を要すると思われる申請書については、連絡はがき等で通知を行います。 
 
      《申請書の返戻》（例） 

① 長期施術理由もれ 

（捻挫・打撲・挫傷の施術で初検から 3 ヶ月を超えて継続する際に理由が記載されていない

(治癒をした月を除く)場合） 

② 後療 

（3 部位以上の請求がある際に部位ごとの負傷原因がない場合） 

③ 近接部位 

④ 往療料理由もれ 

 

《連絡はがきの送付》 

審査委員会において、注意を促すものについて、連絡はがきを送付します。 

連絡はがきが長期間にわたって出された時は、面接確認委員会で施術管理者等の面接確認や

行政と連携し患者調査を行う場合がありますのでご注意ください。 

     
（３）事務処理について 

 

《事務返戻》 

申請書の下記事項に記載不備がある場合は、返戻となります。訂正のうえ再度ご提出ください。 

① 本家区分に○の記載がない。（〇は、どれか一つにつけてください） 

特に 70 歳～74 歳（高齢受給者）の人で⑧⓪に○がもれています。 

② 後期高齢者（一般所得者）の窓口負担割合が、令和４年 10月１日から現役並み所得者（窓

口負担割合３割）を除き一定以上の所得のある方は、２割に変更になっています。 

この場合の療養費支給申請書の記載は、本家区分欄「８高外一」で給付割合欄８割に○囲み

をお願いします。 

なお、一般所得者で窓口負担割合が１割の方は、本家区分欄「８高外一」で給付割合欄９割

に○囲みをお願いします。 
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③ 明細書発行体制加算の算定について 

「柔道整復師の施術に係る療養費の算定基準」の一部改正について（令和４年５月 27 日付

保発 0527 第３号）において、令和４年 10 月１日以降の施術分から九州厚生局に届け出た

施術所において明細書発行体制加算として月１回に限り 13 円を算定するとなっています。 

④ 記号番号・生年・性別・住所等に記載もれ、入力ミス。 

福岡市の記号番号は、令和５年１月から８桁に変更となっています。 

⑤ 負傷の原因の欄で、交通事故の場合「業務災害、通勤災害または第三者行為以外の原因によ

る」の字句は二重線で抹消してください。 

また、第三者行為の原因による場合は「交通事故による負傷」の記載及び摘要欄に損保会社

の名称、連絡先住所、担当者氏名を必ず記載して下さい。 

⑥ 負傷名に脱臼、骨折・不全骨折があり、同意した医師名・同意日の記載がもれています。 

⑦ 柔道整復師の氏名がもれています。 

⑧ 被保険者の署名がもれています。署名は、国保分は世帯主名を後期高齢者分は被保険者名で

記入をお願いします。 

⑨ 申請書に施術日の記載（申請書の日付に○）がもれています。 

⑩ 後期高齢者の場合 

被保険者の記号番号は８桁です。桁の過不足は返戻となります。 

誕生日から後期高齢者医療の対象となりますので、誕生月施術の場合は、国保分と後期高齢

者分２枚の申請書が必要となります。（１日誕生日を除く。） 

障害者医療証（80）をお持ちの人は、65 歳から後期高齢者医療該当となる場合があります

ので注意してください。 

 

《その他》 

① 印字は枠内に収まるようにお願いします。印字がずれた場合は、訂正してご提出くださ

い。 

② 原爆医療は福岡県へ請求してください。 

③ 国保組合分（保険者番号が 13・23 から始まるもの）については県外扱いです。 

④ 「初検料」については、休日、深夜又は時間外加算を算定する場合は、該当する文字を○

で囲んで加算額を記載し、施術時刻を「摘要」欄に記載してください。 

⑤ 国保分（７割８割）申請書における受領代理人の欄の署名は「世帯主」となります。 

   

 

 

   

     ※毎月、保険証の確認をお願いします。 

     ※申請書を提出の際は、保険者ごとにホッチギスでとじる必要はありません。 

また、本会から送付している増減点通知書は、閉じこまないでください。 
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返戻付せん 

施術機関コード： 

施術機関名： 

記号番号： 

受領者氏名： 

施術年月日 

この療養費支給申請書については、下記の理由により返戻いたします。 

再提出の際は、この付せんを貼付したまま、ご提出ください。 

 

○返戻理由欄 

返戻理由 

 

 

 

 

 

備 考 

 

 

 

 

 

 

注意事項欄 

・再提出の際は、この付せんを貼付して、次回請求時に含めて再提出してください。 

令和 年 月 日 

 

 

 

(問合せ先) 

住所  

部署名等  
電 話 番 号  

ＦＡＸ番号  
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〒***-**** 

福岡県○○○○ 

407******* 

○○整骨院 

○○ ○○ 様 

 

 

審 査 結 果 の お 知 ら せ 

 

令和 年 月審査分の柔道整復施術療養費支給申請書を拝見いたしました結果、 

下記の点について、ご連絡いたします。 

 

福岡県国民健康保険団体連合会 

柔道整復施術療養費審査委員会 

令和＊年＊月**日 

 

連絡事項 
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